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◎議案第３号 常総市予防接種健康被害調査委員会条例の一部を改正する条例に

ついて 

◎議案第４号 常総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例について 

 

まず，議案第３号について，ご説明いたします。 

本案は，予防接種等による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため設置

する常総市予防接種健康被害調査委員会の委員につきまして，予防接種等によ

る健康被害の発生に際し，より一層，各種の診療科目での医学的な見地からの

調査，審議等が図られるよう医師を増員するもので，次の表のとおり，その要

件を改めることといたします。 

改正前 改正後 

副市長 副市長 

教育長  

保健衛生部長  

きぬ医師会会長 きぬ医師会会長 

きぬ医師会水海道支部長 きぬ医師会が推薦する医師 ４名 

きぬ医師会石下支部長  

つくば保健所長 本市の区域を管轄する保健所の長 

なお，教育長にあっては小中学校において集団予防接種を行っていた経緯か

ら委員として委嘱しておりましたが，医療機関における個別接種に切り替わっ

ていることから除外することとし，また，保健衛生部長にあっては事務を統括

する立場とするため除外することといたします。 

 

次に，議案第４号について，ご説明いたします。 

非常勤特別職である予防接種健康被害調査委員会の委員の報酬額は，条例に

おいて日額５，０００円と定めておりますが，委員の要件が医師であることか

ら，本市において医師を委嘱している類似の附属機関委員の報酬額との整合を

図るため，その報酬額を日額２万円に改めたく，ご審議くださいますようお願

い申し上げます。 
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○常総市予防接種健康被害調査委員会条例 

平成２年６月３０日 

条例第１１号 

（設置） 

第１条 予防接種法（昭和２３年法律第６８号）に基づく予防接種その他の予防

接種又は健康診査（以下「予防接種等」という。）による健康被害の適正かつ

円滑な処理に資するため，常総市予防接種健康被害調査委員会（以下「委員会」

という。）を設置する。 

（職務） 

第２条 委員会は，市長の諮問に応じ，予防接種等による健康被害の発生に際し

医学的な見地からの調査を行い，及び必要な助言又は答申をするものとする。 

（組織） 

第３条 委員会は，委員７人をもって組織し，次に掲げる者を市長が任命し，又

は委嘱する。 

(1) 副市長 

(2) 教育長 

(3) 保健衛生部長 

(4)(2) きぬ医師会会長 

(3) きぬ医師会が推薦する医師 ４名 

(5) きぬ医師会水海道支部長 

(6) きぬ医師会石下支部長 

(7)(4) つくば保健所長本市の区域を管轄する保健所の長 

（任期） 

第４条 委員の任期は，２年とする。ただし，再任を妨げない。 

２ 補欠による委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長各１名を置く。 

２ 委員長は副市長をもって充て，副委員長はきぬ医師会会長をもって充てる。 

３ 委員長は，委員会を代表し，会務を総理する。 

４ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるとき又は委員長が欠けた

ときは，その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は，委員長が招集する。 
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２ 会議の議長は，委員長が務める。 

３ 会議は，委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

４ 会議の議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決する

ところによる。 

５ 前項の場合において，議長は，議決に加わることができない。 

６ 委員会は，必要があると認めたときは，当事者及び関係者の出席を求め，説

明又は意見を聴くことができる。 

（報告） 

第７条 委員長は，会議終了後速やかにその経過及び結果に関する報告書を作成

し，市長に提出しなければならない。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は，予防接種等に関する事務を所管する課において処理す

る。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか必要な事項は，別に定める。 

附 則 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

２ 水海道市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭

和３１年水海道市条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

中略 

附 則（令和２年条例第３５号） 

この条例は，令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年条例第 号） 

（施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の常総市予防接種健康被害調

査委員会条例第３条第５号又は第６号の規定により常総市予防接種健康被害調

査委員会の委員に委嘱されている者（以下「旧委員」という。）は，この条例

の施行の日に改正後の第３条第３号の規定による常総市予防接種健康被害調査

委員会の委員（以下「新委員」という。）として委嘱されたものとみなす。こ

の場合において，新委員とみなされる者の任期は，第４条第１項の規定にかか
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わらず，旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 

３ 改正後の第３条第３号の規定により，この条例の施行の日後から旧委員の任

期満了の日前までに初めて委嘱される新委員（前項の規定により新委員とみな

される者を除く。）の任期は，第４条第１項の規定にかかわらず，旧委員の任

期の残任期間と同一の期間とする。 

 



議案第４号関係 

9 

○常総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 

昭和３１年９月１９日 

条例第１８号 

（趣旨） 

第１条 この条例は，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０３条の２第

４項の規定に基づき，特別職の職員で非常勤のもの（以下「特別職の職員」と

いう。）の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し，必要な事項を定

めるものとする。 

（報酬） 

第２条 特別職の職員の報酬は，別表第１から別表第４までのとおりとする。 

（報酬の支給方法） 

第３条 報酬が月額により定められている特別職の職員が，月の中途において就

職したとき又は退職，失職若しくは死亡等によりその職を離れたときは，その

月の報酬はその月の日数を基礎として日割りにより支給する。 

２ 報酬が年額により定められている特別職の職員が，年の中途において就職し

たとき又は退職，失職若しくは死亡等によりその職を離れたときは，月割りに

より報酬を支給する。 

３ 任期満了により退職した者が再び当選又は選任されたときは，報酬の支給に

ついては引き続き在職したものとみなす。 

４ 特別職の職員の報酬は，報酬を日額で定める特別職の職員には勤務のつど，

報酬を月額で定める特別職の職員にはその月分を当該月の２１日（その日が休

日，日曜日又は土曜日に当たるときは，その日前においてその日に最も近い休

日，日曜日又は土曜日でない日）に，報酬を年額で定める特別職の職員にはそ

の年度の３月にそれぞれ支給する。ただし，退職，失職又は死亡等によりその

職を離れ，日割り又は月割りにより支給する場合には，その事由の生じたとき

に支給することができる。 

５ 前各項の規定にかかわらず，情報化統括補佐官又は審理員の報酬の支給方法

については，市長が別に定める。 

（重複給与の禁止） 

第４条 市長，副市長及び教育長並びに一般職に属する常勤の職員がこの条例の

適用を受ける特別職の職を兼ねるときは，その兼ねる特別職の職員として受け

るべき報酬は支給しない。 

（費用弁償） 
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第５条 特別職の職員が公務のため旅行したときは，その旅行について，費用弁

償として旅費を支給する。 

２ 前項の規定により支給する旅費の額は，別表第１から別表第４までに掲げる

職に相当する職員の受ける旅費の額に相当する額とする。 

３ 前項に定めるもののほか，特別職の職員に支給する旅費については，一般職

の職員に支給する旅費の例による。ただし，同項の規定により常勤の特別職に

相当する額の旅費の支給を受ける特別職の職員の旅費については，常総市職員

の旅費に関する条例（昭和３２年水海道市条例第１３号）第１６条ただし書の

規定は，適用しない。 

４ 別表第５に掲げる特別職の職員が出務したときは，同表に規定する出務１日

当たりの費用弁償を支給する。 

（委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は公布の日から施行し，昭和３１年９月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ 水海道市教育委員会副委員長及び議会選出委員の報酬及び費用弁償について

は，昭和３１年９月３０日までなお従前の例による。 

（水海道市報酬費用弁償給料及び旅費支給条例等の廃止） 

３ 次の条例は廃止する。 

水海道市報酬費用弁償給料及び旅費支給条例（昭和２３年条例第８６号） 

水海道市教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和２７年条例第１

５４号） 

（石下町の編入に伴う経過措置） 

４ 石下町の編入の日前に，石下町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用

弁償に関する条例（昭和３９年石下町条例第８号。以下「石下町条例」とい

う。）の規定により支給すべき事由を生じた報酬又は費用弁償については，な

お石下町条例の例による。 

５ 編入前の石下町の特別職の職員であった者で引き続き市の特別職の職員に委

嘱され，又は任命されたものが，石下町条例の規定により平成１８年３月３１

日までの間の報酬の支給を受けていた場合においては，当該報酬は支給しない。 

６ 当分の間，編入前の石下町の区域における常総市立学校の学校医及び学校歯
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科医に対する別表第４の規定の適用については，同表学校医の項中「１２７,

０００円」とあるのは「１１０,０００円」と，同表学校歯科医の項中「１２

７,０００円」とあるのは「１００,０００円」とする。 

中略 

附 則（令和３年条例第５号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は，令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年条例第 号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

 

別表第１（第２条，第５条関係） 

職名 報酬区分 報酬額 
旅費の額（相

当する職） 

選挙管理委員会の委員 委員長 日額 10,000円 常勤の特別職 

 委員 日額 9,000円 常勤の特別職 
     
     
     

国民健康保険運営協議会の委員 日額 5,000円 一般職 

予防接種健康被害調査委員会の委員 日額 5,000円 一般職 

健康づくり推進協議会の委員及び専

門委員 
日額 5,000円 一般職 

中小企業金融審査委員会の委員 日額 5,000円 一般職 

農地調整事務処理事業調停委員 日額 5,000円 一般職 

農地移動適正化あっせん事業あっせ

ん委員 
日額 5,000円 一般職 

地籍調査推進委員 日額 6,000円 一般職 

都市計画審議会の委員及び臨時委員 日額 5,000円 一般職 

下水道事業審議会の委員 日額 5,000円 一般職 

文化芸術審議会の委員 日額 5,000円 一般職 

青少年問題協議会の委員 日額 5,000円 一般職 

社会教育委員 日額 5,000円 一般職 

スポーツ推進審議会の委員 日額 5,000円 一般職 

教育支援委員会の委員及び専門委員 日額 5,000円 一般職 
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学校給食センター運営委員会の委員 日額 5,000円 一般職 

図書館協議会の委員 日額 5,000円 一般職 

備考 勤務時間が２時間未満の場合は，表中に定める報酬額の２分の１に相当

する額を報酬とする。 

 

別表第２（第２条，第５条関係） 

職名 報酬区分 報酬額 
旅費の額（相

当する職） 

投票管理者 日額 12,800円 一般職 

投票立会人 日額 10,900円 一般職 
    
    
    

災害弔慰金支給等審査委員会の委員 日額 20,000円 一般職 

障害者自立支援認

定審査会の委員 

医師 日額 20,000円 一般職 

医師以外の委員 日額 13,000円 一般職 

介護認定審査会の

委員 

医師 日額 20,000円 一般職 

医師以外の委員 日額 13,000円 一般職 

予防接種健康被害調査委員会の委員 日額 20,000円 一般職 

産業医 日額 30,000円 一般職 

市嘱託医 日額 20,000円 一般職 

市嘱託歯科医 日額 20,000円 一般職 

 

別表第３ 略 

別表第４ 略 

別表第５ 略 
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◎議案第５号 市道の路線の廃止について（西９号線） 

 

 

 

路線名 起 点 終 点 
路線延長

（ｍ） 

※幅員（ｍ） 

最大 最小 

西9 崎房932－5 崎房2081－5 103.55 ― ― 

備考 幅員にあっては，当該路線が未供用のため表記しておりません。 

 

 

・フレンドシップ 
 カントリークラブ 

・ファミリーマート 
常総崎房店 

 

崎房 西９号線 
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◎議案第６号 市道の路線の変更について（３２３０号線） 

変更前 

 

 

路線名 起 点 終 点 
路線延長

（ｍ） 

幅員（ｍ） 

最大 最小 

3230 坂手町4902 坂手町7826 595.80 3.60 2.65 

 

 

 

奥本建設工業㈱・ 

茨城工場 

坂手町 

３２３０号線 

・水海道 

ゴルフクラブ 
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変更後 

 

 

路線名 起 点 終 点 
路線延長

（ｍ） 

幅員（ｍ） 

最大 最小 

3230 坂手町4902 坂手町7764 389.00 3.60 2.65 

 

 

奥本建設工業㈱・ 

茨城工場 

坂手町 

３２３０号線 

・水海道 

ゴルフクラブ 
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◎議案第７号 市道の路線の認定について（６０３６号線） 

 

 

 

路線名 起 点 終 点 
路線延長

（ｍ） 

幅員（ｍ） 

最大 最小 

6036 坂手町7825 坂手町7826－4 85.00 2.70 2.70 

 

 

 

奥本建設工業㈱・ 

茨城工場 

坂手町 

６０３６号線 

・水海道 

ゴルフクラブ 

３２３０号線 


